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６

項 目　　　　現行額　 改正額

定額制 １人につき月額　 ４６７円　　４８９円

180Rまで １,８８３円 １,９１８円

180Rを超える
18Rごとに

従量制
１８２円 １９１円

●し尿くみ取り手数料

項 目　　　 現行額 改正額
10O当たり　 ６２円　　 ６６円

●ごみ処理手数料(御所野事業所へ運ぶ際の処理料金)

21世紀へ、はじめの一票！
忘れずに投票しましょう！

投 票 日 ６月25日(日)
投票時間 午前７時～午後８時

市選挙管理委員会事務局1(866)2260

第42回衆議院議員総選挙
(小選挙区選挙、比例代表選挙)

対 象

花だんコンクール
参加募集

市民憲章推進協議会では、「平成12年度秋田市花
だんコンクール」の参加を募集しています。町内会
や子ども会などで育てている自慢の花だんをご紹介
ください。

s子ども会花だんs町内花だんs老人クラブ
花だん s職場花だん s学校花だん(小･中学
校、幼稚園、保育所など)s家庭花だん

７月21日(金)まで
市民憲章推進協議会事務局1(866)2253

申し込み

平成12年度の集合での狂犬病予防注射は５月30日
で終了しました。実施できなかったかたは、すみや
かに最寄りの動物病院で受けてください。

犬の飼い主の
みなさんへ

狂犬病予防注射終了のお知らせ

犬を飼い始めたら30日以内に登録が必要です。登
録は一度行うと生涯有効です。ただし、転居や犬の
死亡など登録事項が変わったり、鑑札を紛失した場
合には届け出が必要です。手続きは、市保健所、土
崎支所、新屋支所でどうぞ。

飼い犬がいなくなったり、犬を保護した場合は、
すぐに保健所に連絡してください。
また、鑑札は迷子札にもなります。必ず、首輪に

つけましょう。保健所では鑑札を首輪にとりつける
金具をさしあげています。どうぞご利用を。

飼い犬の登録や登録変更を忘れずに

飼い犬がいなくなったらすぐに保健所へ

市保健所衛生検査課1(883)1181問い合わせ

厚底靴での運転はダメ

秋田県の道路交通法施行細則で、厚底靴・サンダ
ルをはいて、車を運転することが禁止されます。従
来の木製サンダルやげたの禁止に加え、秋田県では
７月１日からの実施になります。これからの暑い時
期、運転時の履き物やいねむりにご注意ください。

７月１日から禁止されます

違反した場合には罰則が
違反した場合には、大型車7,000円、普通車・二

輪車6,000円、原付車5,000円の反則金が科せられ
ます。違反点数はありません。

問い合わせ 県警本部交通企画課1(863)1111内線5022
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※最高裁判所裁判官国民審査も行われます
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